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小学校教員養成スタンダードに関する開発的研究

―大学卒業時における「教員としての最小限必要な資質能力」の同定と構造化―
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A study on the development of teacher standards for elementary
 school teacher training program：

dentification and structuralization of "the minimum competences required as a teacher" at the 
time of graduation from university
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　We identified and structuralized in this study “the minimum competences required as a teacher”, so as to develop teacher standards 
for elementary school teacher training program, focusing on the quality assurance of teacher education at university. In the process of 
development, we carried out first survey (university teachers of faculties of teacher education, elementary school teachers and teacher 
consultants of education board) and second survey (elementary school teachers), so that we identified and structuralized five fields 
(“Teacher as a lifelong learner”, “The Basics of Teacher”, “Classroom management, guidance and counseling basing on student-
understanding”, “Teaching skills and knowledge on subjects”, and “Cooperation and collaboration”) and 50 competences.
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１．問題の所在

　近年，日本をはじめ，諸外国においても教員養成をと

りまく状況は大きく変化しており，多種多様な改革が

次々に試みられている。それらの背景に共通して存在す

るのは，教育現場の困難に対する強い危機感と，高い能

力を備えた教員を輩出することによってこの困難を克服

しようとする姿勢であろう。とりわけ，これまでは理論

的学習期間として位置づけられ，入職後の実践的学習期

間と明確に区別されてきた大学での養成教育を，より実

践的なかたちで改革し，養成教育から入職後の初任者研

修，さらにはその後の長期にわたる現職研修までを連続

かつ一貫させようとする点はいずれの国においても共通

している。

　だが，大学での養成教育から現職研修までを連続・一

貫するかたちで実施するためには，前提として，それら

に携わる諸機関の間に養成すべき教員像に関して共通理

解が存在しなくてはならないであろう。それゆえ，「教

員として最小限必要な資質能力」を同定し，明確化（ス

タンダード化）しようとする試みがすでに国内外の諸機

関において行われている。国外では，アメリカ，イギリ

ス，カナダ，オーストラリア，ドイツ，韓国等が独自の

「教員として最小限必要な資質能力」を示した教員養成

（教員免許資格）に関するスタンダード（以下，「教員養

成スタンダード」と略記）を作成し，それぞれのナショ

ナルスタンダードに基づく教員養成の質保証が積極的に

進められている(注1)。また，国内では，北海道教育大学，

福島大学人間発達文化学類，上越教育大学，鳴門教育大

学，島根大学教育学部等の諸大学が独自に到達目標とし

ての「教員養成スタンダード」を開発し，それらに基づ

く教員養成に取り組んでいる (注2)。また，公的機関として

は，中央教育審議会が答申「今後の教員養成・免許制度

の在り方について」（平成18年 7 月）において，教職実践

演習（当時は仮称）の新設に向けて「到達目標及び目標

到達の確認指標例」を提示し，平成22年10月には東京都 

教育委員会も東京都の小学校教師として「最小限必要な

資質能力」を独自に開発・提示している。

　*  兵庫教育大学（Hyogo University of Teacher Education）
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　渡邊らの国際調査によれば，日独の大学教員はいずれ

も大学での教員養成への「教員養成スタンダード」の導

入を，「大学として教員養成の質保証のための基準が明

確になる」点や「学生が自らの学習の目標を立てて成果

を評価するための材料になる」点において高く評価して

いる。また，日本人の大学教員の間では「教員養成に関

わる教員の間で教師像についてコンセンサスが形成され

る」点や「大学教員と実習校の指導教員とが効果的に協

働するための条件が整えられる」点も「教員養成スタン

ダード」導入の意義として認識されており，同スタン

ダードに基づき組織的な指導体制を生み出そうとする流

れは今後も継続すると考えられる(1)。

　もっとも，すでに開発されたこれらの教員養成スタン

ダードであるが，教員養成に携わる各関係者のコンセン

サスの形成や協働を図っていくためには，その前提とし

て，スタンダードの形成過程や内容の妥当性について，

より一層の検討が行われる必要があろう。従来のスタン

ダードの多くはその作成過程を明示しておらず，実際に

はほとんど実証的な調査を踏まえることなく作成された

ものも多く(注3)，そもそもの妥当性に疑問の余地があると

いえる。さらに，これらの教員養成スタンダードの多く

は「教員」一般に求められる資質能力を問うものであ

り，幼稚園・小学校・中学校・高等学校といった学校種

ごとで求められる教員の資質能力の違いについては十分

に注意を払っていない。

　他方，学術研究・調査としては中田 (2)，吉村・松川 (3)，

別惣ら (4) (5) (6) (7) (8)などが存在し，これらの多くは一次調査

によって集めた資料をもとに特定の学校種を前提とした

教員養成スタンダードを作成し，再度，二次調査によっ

てその妥当性を実証的に検証している点が注目に値す

る。しかしながら，中田および吉村・松川の調査対象は

特定地域の比較的少数の管理職（および元管理職）が中

心であり，全国の一般的傾向や現職の一般教員の意見を

十分にカバーしたものにはなっていない可能性がある。

また，別惣らの従前の諸研究では二次調査の対象に大学

教員や大学附属学校の教員が数多く含まれ，全国の学校

教員の大部分を占める公立学校教員の意見が十分に反映

されていない可能性があった。また，開発された小学校

教員養成スタンダードは領域によって分けられてはいる

ものの，それらの構造化が施されているとは言い難い。

これらの点において，上掲の先行研究もまた一定の限界

を備えているといえよう。

　それゆえ，本研究においては全国の公立学校教員への

大規模調査を行い，彼らの声を手掛かりとして，「教職

志望の大学生が卒業時に小学校教員としてどのような資

質能力を身に付けておく必要があるのか」を明らかにす

るとともに，それらを構造的に把握することを目的とし

た。ここで「卒業時」という限定を設けたのは，従前の

教員養成スタンダードや諸研究では，求められる資質能

力が一体いかなる時点において確認されることを前提と

しているのか，必ずしも明らかではなかったためである。

２．研究の方法

　本研究は，以下の三段階の手続きから構成されてい

る。まず，小学校教員として必要な資質能力として何が

挙げられるかを確認するため第一次調査を行い，可能な

限り多種多様な回答を収集しようと努めた。その後，第

一次調査から得られた回答を整理し，第二次調査を通し

て，大学卒業時までに身に付けていなくてはならない資

質能力の妥当性について確認した。さらにその上で，項

目内容について構造化を施した。

(1) 第一次調査（予備調査）

　第一次調査（予備調査）では，兵庫県教育委員会事務

局や同県内の各教育事務所，兵庫県立教育研究所および

神戸市教育委員会に属する指導主事計154名，近畿地区

国立大学附属学校に属する学校教員720名（小学校宛355

部，中学校宛365部），全国の教育大学および近畿地区国

私立大学教育学部に属する大学教員222名に質問紙を配布

し，無記名で回答を依頼した（配布対象者総計1,096名）。

調査時期は2010年 1 月18日～ 2 月18日であり，計295名か

ら回答が得られた（回収率26.9％）。

　一般に指導主事や大学教員は複数の学校種を担当して

おり，小学校を対象とする人物のみを事前に抽出するこ

とは困難である。それゆえ，配布に際してはその両者を

区別せずに質問紙を発送し，回答の中で回答者自身が所

属するのが主に小学校と中学校のいずれの校種であるか

を確認し，回答者の属性に応じて選別を行った。以下，

小学校の所属と回答した質問紙175件のみの分析に基づく。

　回答に際しては，回答者の思考を容易にするため，別

惣らの先行研究において用いられた12項目 (注4)をもとに，

学校現場の教員の意見等を加味しながら16の資質能力領

域（①児童・生徒の発達段階や多様性の理解と関わり

方，②教科，道徳，総合学習の指導方法及び学習環境，

③教科，道徳，総合学習の指導上の専門的知識・理解，

④教科，道徳，総合学習の指導計画（年間・単元・時限

等）の立案と授業評価，⑤児童・生徒の学習活動におけ

る評価の観点と評価方法，⑥学級の運営や経営，⑦学

級・学年での生徒指導，⑧キャリア教育を視野に入れた

進路指導，⑨特別活動における企画・運営・指導，⑩教

員としてふさわしい言動・態度・意識・倫理，⑪教員の

協働，チームワーク，関係づくり，学校経営への関与，

⑫保護者・地域との関係づくり，⑬社会の変化に対する

学校の役割と意義，⑭リフレクション（自己の省察）と

職能成長，⑮教員としての幅広い教養，⑯教育制度・法

規及び職務）を設定するとともに，それ以外に 3 つの自
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由設定領域を設け，回答者の概念化を促すこととした。

その上で，回答者には16の資質能力領域から重要と思わ

れる 5 点を選んでもらい，回答者が必要と思う資質能力

についてそれぞれ具体的な記述を求めた。

　もっとも，実際の回答においてはこれらの資質能力領

域はあまり意識されておらず，選ばれた領域と記述内容

が対応していない例も散見された。資質能力領域の選択

はあくまでも回答者の概念化を促すための方途に過ぎな

かったことから，ここでは具体的に記述された行為内容

のみを対象に分析を行った。第一次調査から得られた計

1,010件の記述について，複数の研究者（筆者ら）が協議

しながら各領域の記述内容に見られる共通性を見出し，

内容の整理・統合を行い，国内外の教員養成スタンダー

ドの内容も加味して項目を作成した結果，計50項目の資

質能力が特定されたため，これらを用いて第二次調査

（本調査）を実施することとした。

(2) 第二次調査（本調査）

　第二次調査（本調査）では，全国の小学校教員2,100

名に質問紙を配布した。具体的な手順としては，各都道

府県の小学校数比率に基づき，『全国学校総覧（2010年

版）』の掲載順序に従い各都道府県から等間隔抽出法に

よって合計700校の小学校を選び出し，各校 3 名の教員に

回答を求めた (注5)。配布対象者の選定は各校の校長に委ね

ることとし，管理職（校長・副校長・教頭のいずれか）1 

名，教職経験年数 5 年未満の教諭1名，教職経験年数16年

以上の教諭 1 名に無記名で回答を求めることとした (注6)。

　第一次調査によって特定された50項目の資質能力の妥

当性を検証するため，第二次調査では，それらの資質能

力を大学卒業時に身に付けておく必要性について，それ

ぞれ 4 件法（1. 身に付ける必要はない／ 2. どちらかとい

えば求められる／ 3. かなり求められる／ 4. 必ず身に付け

ていなければならない）で評価を求めた(注7)。また，各資

質能力の提示順序に基づく回答の偏りを回避するため，

資質能力50種類の順序をランダムに入れ替えた調査票を 2 

種類用いることとした。なお，50項目の資質能力の妥当

性を担保するため，これらの資質能力以外に重要と考え

られる資質能力に関する記述および自由記述を行うため

の欄を設けた。

　調査時期は2010年 8 月10日～ 9 月10日であり，計899名

から回答が得られた（回収率42.8%）。回答者の属性は，

表 1 ，表 2 ，表 3 に示すとおりである。

(3) 小学校教員養成スタンダードの選定と構造化の手順

　第二次調査の結果から，小学校教員養成スタンダード

の構成項目として選定する項目を確認し，さらにその項

目を複数の下位領域からなる小学校教員養成スタンダー

ドとして構造的に把握するために，国内外の教員養成ス

タンダードや関係文献を参照しながら，小学校教員とし

て求められるコンピテンスやパフォーマンスの観点から

項目を分類した。

３．研究の結果及び考察

(1) 小学校教員養成スタンダードの構成項目の選定

　まず，大学卒業時に小学校教員として最小限必要な資

質能力について，50項目の中から必要性の高い項目を選

定するために，第二次調査（本調査）で得られた50項目

についての4件法（1. 身に付ける必要はない／ 2. どちらか

といえば求められる／ 3. かなり求められる／ 4. 必ず身に

付けていなければならない）の回答データを得点と見な

表1　回答者の年齢

表2　回答者の教職経験年数

表3　回答者の職名
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          表4　各資質能力に対する評価
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し，各項目の基礎統計量を示したものが表 4 である。た

だし，無答及び複数回答のデータについては欠損値とし

て処理した。

　これまでの先行研究では，平均値や支持者の割合など

多様な基準が結果の評価に用いられており，評価基準に

関する共通理解は未だ得られていない。それゆえ本調査

では，選択肢 2 ～ 4 を選択した回答者は当該資質能力を

大学卒業時に身に付けておくことを肯定的に捉えている

とみなし，チャンスレベル（偶然による回答者の支持確

率）が75%であることを前提に，肯定的な評価が 8 割以

上であることを，当該項目が「大学卒業時に小学校教員

として身に付けておくべき資質能力」として支持された

と判断する基準とした。そして，各項目がこの基準を満

たしているかを片側二項検定（有意水準0.1%）によって

分析した結果(注8)，すべての項目が有意であった。つま

り，どの資質能力も 8 割以上が肯定的であったため，50

項目を大学卒業時に身に付けておく必要がある資質能力

であると判断し，小学校教員養成スタンダードの構成項

目とした。

(2) 小学校教員養成スタンダードの構造化

　もっとも，これらのスタンダード項目は卒業時に教職

志望学生に求められる資質能力を羅列的に示したもので

あり，このままではそれらが構造的にどのような関係に

あるのか，一見して理解することは不可能である。それ

ゆえ，次なる課題として，複数の下位領域からなる小学

校教員養成スタンダードとして構造化を図る必要がある。

ここでは，他の教員養成スタンダードの構造を参照する

とともに文献調査に基づき，50項目の資質能力をコンピ

テンス（職務遂行に必要な専門的能力）及びパフォーマ

ンス（職務遂行に必要とされる知識，態度，遂行を含ん

だ能力）の観点から分類し (注9)，以下の 5 つの下位領域

に構造化した。

A.  学び続ける教師

　教師は専門教科や授業についての研究，子どもたちと

の出会い，同僚や先輩の教師との出会い，保護者等との

交流を通して成長していく。教師のライフコース研究に

よれば，教師の発達は「養成段階のみならずそれ以前と

入職後までも含めた生涯にわたる広がり」を持ち，「個人

･家庭及び地域社会の全生活上にわたる事柄」であり，

「多様性と自律性」を持ったものである (9)。そのことは，

我が国において伝統的に蓄積されてきた優れた教師の自

伝からも確認することができる (10)。過去の教師たちは教

えつつ学んできたのである。

　また，教師として生涯学び続けることは，変化の激し

い現代社会においてとりわけ重視されている。「学び続け

る教師」像を論じた浅田は，「自分で課題を発見し，目標

を立て，具体的に課題解決の計画を立て，実行，自分で

評価する」点に生涯学習の特徴を見出している。このよ

うな学習は，他者とのかかわりの中で行われるという。

「成長する子どもとともに教師自身も成長する」ことが

求められるのである (11)。

　さらに，現代社会が抱える諸問題の複雑性・不確実性

を背景に従来の専門家像の見直しが求められ，「技術的

熟達者」としての教師像に代わって「省察的実践家」と

しての教師像が新たに提示されている。佐藤はショーン

の「専門家」論に依拠して次のように述べる。「『反省的

実践家』の提起は，専門家教育や現職教育のカリキュラ

ムを現実的な問題や事例を中心に再組織する改革を推進

し，専門職の領域の知の構造に変革を迫るものであっ

た。」 (12)それゆえ，大学での養成教育においてもまた，「省

察的実践家」としての教師像をモデルとし，理論と実践

の統合を目指すことが求められている。

　このような研究の動向を背景としつつ，2006（平成

18）年 7 月の中央教育審議会答申「今後の教員養成・免

許制度の在り方について」では，「これからの社会と教

員に求められる資質能力」について，次のような提言が

なされている。  「社会の大きな変動に対応し，国民の学

校教育に対する期待に応えるためには，教員に対する揺

るぎない信頼を確立し，国際的にも教員の資質能力がよ

り一層高いものとなるようにすることが極めて重要であ

る。変化の激しい時代だからこそ，教員に求められる資

質能力を確実に身に付けることの重要性が高まってい

る。また，教員には，不断に最新の専門的知識や指導技

術等を身に付けていくことが重要となっており，「学びの

精神」がこれまで以上に強く求められている。」 (13)

　以上のような研究の動向と政策提言を踏まえ，本研究

では「学び続ける教師」を，①省察的実践，②研究を通

した専門性向上，③長期的視野に立つ職能性の三要素に

よって構成されるものと捉え，教師として最小限必要な

資質能力の中核をなす領域と考えた。それゆえ，この領

域は他の領域においても共通して関係するものとして捉

えられる必要があり，以下の 3 項目が該当する。

 　2 .  常に自らの学びを省察し，課題を見つけて改善す

ることができる

　13. 研究活動を通じて絶えず自らの専門性の向上を図

ることができる

　10. 長期的視野を持って，自らの職能成長を図ること

ができる

B.  教師としての基本的素養

　 「教師としての基本的素養」については，すでにこれま

で様々なかたちで議論が行われてきた。例えば小島はこ

の「基本的素養」を「資質」と呼び，次のように定義し

ている。 「教師という仕事の実際では，この客観的な体
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系を子どもの変容を目指して展開しうる力が重要になる

が，そこでは何よりも子どもの心をつかみ，動かし，学

びへのアクションをもたらしうる教師個人の影響力が不

可欠になる。この影響力を構成する要素の核心こそ，教

師の『資質』［＝「基本的素養」：引用者］というべきも

のであろう。」 (14)

　これまで，教師としての「基本的素養」ないし「資

質」は，我が国における聖職者としての教師像の影響の

下，「人間性（特性）」，すなわち教育的愛情や使命感，責

任感などの特別な倫理的態度や傾向性として理解される

ことが多かった (15)。しかしながら，小島が論じるように

「教師の使命感は教育という仕事それ自身が含む価値で

あり，さらにそれに対する教師の思い，感情である。教

師の使命感は教育の何たるかをつかんだ時に生まれる。

だから，厳密にいえば，それは教師になる前にすでにあ

るというものではないだろう。」また，「子どもが好きと

か，愛するということは教師であることの重要な資質，

要素であるといえても，こうした人間的な要素が客観的

なものと結びついて行使されない限り，厳密な意味でそ

れは教師の『資質』とはいえないであろう。」 (16)すなわ

ち，教育的愛情や使命感，責任感などは，実際に教職に

就いた後に高まり，実証されるものであって，「教職志望

の大学生が卒業時に身につけておくべき資質能力」とし

ては求めえないものなのである。

　さらに近年，「学士力」や「社会人基礎力」等のよう

に，職種を問わず必要な力として，マナーやリーダー

シップ，一般常識，コミュニケーション能力や情報リテ

ラシーなどを求める傾向があり，社会人一般に求められ

る力と特定の専門分野に固有の力とを明確に区別して理

解しようとする動きがみられる。このような動向に鑑み

るならば，教育的愛情や使命感，責任感など，他の職種

においても部分的に求められる力をもって教師としての

基本的素養とみなす視点は，もはや十分なものではない

といえよう。また，アメリカのInTASCスタンダードや

イギリスのQTSスタンダード，ドイツの各州文部大臣会

議の「教員養成のためのスタンダード」など，欧米圏の

教師に求められる資質能力としても，教育的愛情や使命

感，責任感などの特別な倫理的態度や傾向性はほとんど

求められておらず，あくまでも検証可能なパフォーマン

スや知識に重点が置かれている。

　以上のような研究上の知見や政策提言，国際的動向を

踏まえ，本研究では「教師としての基本的素養」を，①

社会人としての素養（教師としての職業活動を支える基

盤として，マナーやリーダーシップ，自己の健康管理や

一般常識など）と，②教師としての素養（教育に関する

基礎的知識やコミュニケーション能力，情報リテラシー

など）の二要素によって構成されるものとし，広く捉え

た。それゆえ，この領域には以下の15項目が含まれると

考えられる。

　20.  言葉づかい，挨拶，礼儀，マナーなどの社会人と

しての常識を身につけている

　18.  集団での活動において，リーダーシップを発揮す

ることができる

　34.  自身のストレスを適切にコントロールすることが

できる

　44.  日本及び外国の文化・歴史，環境問題，平和問題

等についての幅広い教養を持っている

　41.  教職の意義・役割・職務内容を理解している

　12.  教育に関する社会的・制度的事項を理解し，現代

の学校教育の課題を把握することができる

　31.  教育の理念・歴史・思想について理解し，自らの

教育観を深めることができる

　11.  教育課程の意義や編成の方法について基本的事項

を理解している

 　3.   子どもに対して正しくわかりやすい言葉づかいが

できる

　30.  様々な場面で子どもの興味・関心・意欲を喚起す

るための工夫を行うことができる

　35.  人権を尊重しながら子どもにかかわることができ

る

　39.  子どもの安全管理に関する基礎的知識を有し，指

導に活かすことができる

　45.  素直に他の教師に相談するとともに，他の教師の

意見に対して謙虚に耳を傾けることができる

　33.  主な情報機器の利用方法を理解し，教育活動に活

かすことができる

 　8.   学校経営に関する基礎的知識を有し，自律的な学

校づくりに参画する姿勢を持っている

C.  子ども理解に基づく学級経営・生徒指導

　これまで，子ども理解（すなわち児童・生徒理解）と

学級経営，ならびに生徒指導は，それぞれ区別して理解

されてきたが，このことはとりわけ大学における教師教

育において顕著であるといえよう。すなわち，大学では

教育職員免許法との関連から，子ども理解は発達心理学

の知見や心理テスト等に基づく診断方法など，主に心理

学的側面のみが論じられるとともに，学級経営は教育方

法学や教育経営学などの枠内においてわずかに触れられ

るにとどまり，生徒指導は主に問題行動への対応や進路

指導との関連から心理学的観点に基づいた働きかけが論

じられてきたといえる。このような区別の前提にあるの

は，それら三者をそれぞれ独立した領域として捉え，そ

れら相互の結びつきを問わないという視点であろう。し

かしながら，実際の学校教育においてはこれら三者は密

接に関係しており，それらの関連性を意識し，三者を有

機的に結びつけることが求められる。



－ 31－

　すでに小学校学習指導要領では「学級経営と生徒指導

の充実」（第 1 章第 4 の 2（ 3 ））が求められるとともに，

「学級経営を行う上で最も重要なことは学級の児童一人

一人の実態を把握すること，すなわち確かな児童理解で

ある」 (17)と述べられており，学級経営や生徒指導が適切な

児童・生徒理解の上に成り立つことが強調されている。

また，原野は児童・生徒理解を「児童生徒の学習指導，

生徒指導などを行うに当たって必要な資料を得るため，

児童生徒の資質，行動，意識などを組織的に知ること」 (18)

と定義しており，子ども理解を学級経営や生徒指導のた

めに必要な知識全般を得るための働きかけとして広く理

解している。

　また，児島は学級経営を「学級教育のための条件整備

の仕事のみならず，学級における学級担任の機能へと拡

大してとらえるのが一般的である」とし，「『学級を単位

とするすべての教育活動および学級担任としてのすべて

の職務』を領域とする現場的感覚」 (19)について論じてい

る。このような視点に立つならば，学級経営とは既存の

教育学諸領域の部分的応用領域としてではなく，学級に

おける教育活動や担任の職務を包括するものとして捉え

直されるべきであり，適切な子ども理解に基づき進めら

れることが必要となる。

　さらに坂本は生徒指導を「機能であって，指導内容や

指導領域によって規定されたり限定されたりするもの

ではない」とし，「生徒指導は，指導内容が各教科内の

ものであろうと，校則であろうと，清掃活動であろうと

［…］学校教育のすべての内容と場に，『機能』として働

くのである」 (20)としている。それゆえ，生徒指導は学級経

営とも大きく重なり合うものであり，同じく適切な子ど

も理解に基づくことが求められる。

　以上のように，子ども理解と学級経営，生徒指導はそ

もそも明確に区別しうるものではなく，それぞれの力点

は異なりつつも，実際には大きく重なり合うものである

といえよう。それゆえ，学校教育において教師は，子ど

も理解，学級経営，生徒指導にかかわる力を総合的に身

につけておかねばならず，教職志望学生もまたこれら三

者の密接な結びつきを強く意識しておく必要がある。

　これらの学術的理解や指導要領などを踏まえ，本研究

では「子ども理解に基づく学級経営・生徒指導」を，①

子ども理解，②学級経営，③生徒指導の三要素が密接に

結びついたものとして捉えることとした。それゆえ，こ

の領域には以下の14項目が含まれると考えられる。

　16.　子どもの発達段階に関する基礎的知識を有し，子

ども一人ひとりの理解に活かすことができる

　14.　子どもの特性や心身の状況を生活環境や生育歴を

含めて多面的にとらえることができる

　37.　子ども同士の関係や仲間集団を把握し，指導に活

かすことができる

　29.　公平かつ受容的・共感的な態度をもって子どもと

かかわることができる

　22.　特別支援教育に関する基礎的知識を有し，子ども

の指導や支援に活かすことができる

　 4.　学級担任の役割と職務内容に関する基礎的知識を

持っている

　26.　年間を見通した学級経営案を作成することができ

る

　36.　子どもとの信頼関係の重要性を認識し，その構築

に努めることができる

　25.　教室掲示や座席配置を工夫するなど，子どもが生

活や学習をしやすいよう教室環境を整えることがで

きる

　32.　子どもの基本的生活習慣の重要性を理解し，指導

を行うことができる

　23.　学校の規則や子どもが自分たちで作った決まりを

守ることの大切さについて指導することができる

　38.　子どもの問題行動の背景を多面的にとらえ，対応

方法を考えることができる

　42.　カウンセリングの意義，理論や技法に関する基礎

的知識を持っている

　19.　キャリア教育の意義を理解し，その指導に必要な

理論や方法に関する基礎的知識を持っている

D.  教科等の指導

　教師に求められる専門的力量は，一般的に授業を中心

とした教科等の指導力であろう。小学校においては，教

科指導以外に道徳，外国語活動，総合的な学習の時間，

特別活動の指導が教師には求められるため，ここでは教

科の指導と道徳等の指導を合わせて「教科等の指導」と

捉えている。藤江は授業における教師の仕事を「授業の

デザイン」と呼び，授業の前・中・後のどの時点におい

ても授業のシナリオを柔軟に修正し続けることの重要性

を論じるが (21)，このことは「授業計画」，「授業方法・指

導技術」，「学習評価」，「授業研究」の各側面がそれぞれ

切り離されて理解されるのではなく，相互に密接に結び

けられることによって可能となるものであろう。

　まず，教科等の指導を成立させるためには，教科等に

ついての内容理解が不可欠である。教科内容の理解とし

ては，学習指導要領に示された学習内容を把握すると共

に，「教師は，教科の背後にある学問を基礎として，教科

の本質や基本構造を的確に把握できる力がなければなら

ない」 (22)。さらに，授業において，どのような教材を選

択，開発し，その教材でどのような知識や技術を子ども

に習得させるのかという教材解釈の力も求められる。

　また，実際に授業等の展開場面で求められる指導方

法・技術も，教科等の指導において求められる。教師は， 

1 時間の授業の中で発言する指導言（説明・発問・指示・
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評価）を効果的に活用できることや「学習の内容・指導

過程・教材・子どもの状況によって学習形態（一斉学

習・個別学習・グループ学習）を使い分けたり，組み合

わせたりする」 (23)ことが求められる。また，授業展開の技

術として重視する必要があるのが「子どもたちの思考を

揺さぶり，思考の対立や葛藤を通して新しいものの見方

の形成や発見に子どもたちを導く技術である」 (24)と指摘さ

れており，子どもたちの協同的で多様な思考を促す工夫

が教師には求められる。

　さらに，教科等の指導においては教材解釈をもとにし

た授業計画が重要となる。単元計画や子どもの実態に合

わせながら，詳しく授業の構想を立て，主要な発問や予

想される子どもの反応，それに対する対応策などを書き

込んだ授業案を作成する力が求められるのである。

　また，授業後には自らの授業に対する絶えざる改善が

求められ，組織的な授業改善の活動としての授業研究に

関する力が求められる。

　なお，授業の前・中・後での活動を一貫するものとし

て捉え，子どもの学びをデザインするという視点に立つ

ならば，子どもたちの学びを常に把握し，授業のシナリ

オ修正に活かし続けなくてはならない。このような「授

業のデザイン」は適切な学習評価によって支えられるも

のであり，それは「教師の実務的見地からいうならば，

授業レベル，学期末（いわゆる通知表の作成），学年末

（指導要録の記入）における診断的評価，形成的評価，

総括的評価の連鎖である。この一連の評価活動は，学習

指導の目標達成に直結した指導上の意志決定に必要な情

報を随時，組織的に提供する機能を担っている。」 (25)この

ことから，子どもに対する学習評価の力も求められるこ

とになる。

　以上のような研究上の知見や学術的理解を踏まえ，本

研究では「教科等の指導」を，①内容理解，②授業方

法・指導技術，③授業計画，④授業研究，⑤学習評価の

五要素から構成されるものとして捉えることとした。そ

れゆえ，この領域には以下の14項目が含まれると考えら

れる。

　47.　学習内容の系統性や各学年間のつながり等を含

め，学習指導要領の主な内容を理解している

　 6.　教科等の内容に関する専門的知識を有し，実際の

指導に活かすことができる

　 1.　授業で用いる教材について検討し，事前に教材の

準備を行うことができる

　43.　子どもの実態や地域の特色に合わせて教材・教具

に工夫を加えたり，新たな教材・教具を開発したり

することができる

　50.　主な学習指導方法の長所と短所を理解したうえ

で，学習の場面に応じて適切な指導方法を選択する

ことができる

　24.　各教科等に固有の指導法があることを理解し，活

用することができる

　 9.　板書，発問，指示の仕方など授業を行ううえでの

基本的な指導技術を身につけている

　27.　学習内容の習熟の程度などに応じて，個に応じた

指導を試みることができる

　 7.　子どもの多様な思考を生かしながら，子どもの共

同的な学習を促すことができる

　 5.　各教科等の年間指導計画の内容を理解し，自己の

単元計画や本時案に反映させることができる

　46.　単元計画と子どもの実態を踏まえ，学習指導案を

作成することができる

　48.　授業中の子どもの学習状況や発言に配慮し，柔軟

な授業展開を試みることができる

　21.　授業研究の重要性を理解し，その方法に関する基

礎的知識を持っている

　40.　子どもの学習に対する主な評価の方法を理解し，

学習指導に活かすことができる

E.  連携・協働

　今日，学校の教師には，他者と連携し協働しながら職

務を遂行していくことが，これまで以上に求められてい

る。連携・協働を大きく二つに区分すれば，第一は学校

内部の教師同士の連携・協働である。本来，教師の専門

性は，個別性，個業性が強く，個人の指導力，力量に依

存するものである。しかし，現代の学校のさまざまな問

題や課題は，いくつもの要素が織りなす構造的で全体的

なものであり，個人の専門性を超えた連携や協働なくし

て，その解決は困難な状況になっている。小島は，教師

の専門性が，①指導そのものを個別的な業務として行う

だけではなく，協力・分担して行う必要，②個別業務を

学校教育目標の達成との関連において，そして個別業務

をそれ以外の業務との関連において理解し，行う必要，

③それゆえ，組織活動の一環として個別業務を組織し，

実施する必要によって，その姿と形を変えるものとして

理解されねばならないと述べている (26)。佐藤もまた，学

校を「学びの共同体」として創造していくための重要な

要素に，教師たちの「同僚性」の構築を挙げる。学校改

革には学校を内側から改革することが不可欠であるが，

それが可能になるかどうかは，教師たちが相互の実践を

公開し合い，批評し合い，創造し合う関係（＝「同僚

性」）を築けるかどうかにかかっているとされる (27)。

　第二は，学校外部の保護者・地域等との連携・協働で

ある。日本では，明治以来，学校は教育行政・教師ら教

育関係者によって閉鎖的に運営され，保護者や地域

は学校運営に協力する後援会的な役割に留まっていた。

しかし，1980年代に校内暴力，非行，家庭内暴力など青

少年の問題が多発したのを受けて，臨教審の第三次答申
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（1987年）において，学校・家庭・地域社会の協力関係

の見直しが指摘され，第15期中教審答申（1998年）では

さらに，子どもの人間形成が学校・家庭・地域社会全体

を通しておこなわれるという基本概念のもとに，この三

者が役割を分担し，連携することの必要性が説かれた。

そして，2006年に改正された教育基本法では，家庭及び

地域住民等の相互の連携協力に関する条項が新設され，

「学校，家庭及び地域社会その他の関係者は，教育にお

けるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに，相互の

連携及び協力に努めるものとする。」（第13条）と定めら

れた。こうした議論の過程を通して，子どもの教育は，

家庭と学校と地域がそれぞれの役割を自覚しながら協力

しておこなうべきであるという考えが，広く支持される

ようになってきている。

　以上のような研究上の知見や社会的動向を踏まえ，本

研究では「連携・協働」を，①他の教師との連携・協働

と，②保護者・地域等との連携・協働の二要素から構成

されるものと捉えた。それゆえ，この領域には以下の 4 

項目が含まれると考えられる。

　15.　子どもに関わる情報を他の教師と共有しようとす

る姿勢を持っている

　28.　学習指導や生徒指導など様々な場面で，他の教師

と協働する姿勢を持っている

　17.　学校と保護者・地域・他の専門家との連携の重要

性や役割分担について理解している

　49.　保護者や地域の声に耳を傾け，誠実に対応する姿

勢を持っている

(3) 各領域間の構造的関係

　上述のように，本研究の結果として得られた小学校教

員養成スタンダードは，5 領域，50項目から構成されるこ

とになり，各領域の関係を構造的に図示するならば図 1 

のようになる。

　この図が示すとおり，小学校教師になるためには，「教

師としての基礎的素養」を基盤として，「子ども理解に基

づく学級経営・生徒指導」「教科等の指導」同僚や保護者

等との「連携・協働」という相互に関連し合う 3 領域の

資質能力をバランス良く身につけると共に，それらを養

成段階のみならず入職後も絶えず向上させていく必要が

ある。そのために，自律的に生涯にわたって「学び続け

る教師」であり続ける能力を養成段階で身につけること

が求められるのである。

４．成果と今後の課題

　本稿では，全国の公立学校教員等への大規模調査を行

い，彼らの声を手掛かりとして，小学校教員志望の学生

が卒業時に身につけておくべき最小限必要な資質能力

（＝小学校教員養成スタンダード）を同定し，構造化す

ることを目的とした。

　その結果，以下の 2 点が明らかになった。

　①第二次調査において50項目の資質能力の妥当性につ

いて調べたところ，すべての項目について肯定的な回答

が得られたことから，50項目は大学卒業時に小学校教員

として最小限必要な資質能力であることが確認された。

　②50項目は，現代の教育課題や教育政策の動向等から

分類すると，「学び続ける教師」「教師としての基本的素

養」「子ども理解に基づく学級経営・生徒指導」「教科等

の指導」「連携・協働」の 5 領域に構造化することができ

た。

　本研究において開発された小学校教員養成スタンダー

ドは実証的調査と文献調査に基づき同定・構造化された

ものであり，国際的にもこれまでの教員養成スタンダー

ドの策定過程において必ずしも十分ではなかった側面を

補いうるものであるといえよう。

　今後の課題としては，この50項目の資質能力を学生が

実際に在学中に身につけるように養成カリキュラムを実

質化するための方策を検討することがあげられる。具体

的には，正課の授業科目一つひとつを50項目のいずれか

の資質能力と関連づけながら，その目的・内容・方法を

吟味し直すことや，E ポートフォリオ等を活用して一年

次からの資質能力の獲得度合いを定期的に自己評価・他

者評価していくことなどである。

　もう一つの課題は，今回の研究では，卒業時に求めら

れる資質能力に焦点化して小学校教員養成スタンダード

を策定したが，将来的には，30歳代から40歳代にかけて

のミドルリーダーや50歳代のベテラン教員といった小

学校教員のキャリアステージ毎に求められる資質能力を

明確化していく必要がある。そして，そうした資質能力

を学校内外のさまざまな機会を通じて獲得していくため

に，現行の研修プログラム等を見直し，あるいは新たに

開発することが求められるであろう。

 

 図１　教員養成スタンダードの領域間関係
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　このように大学での養成段階から採用後の各キャリア

ステージで求められる資質能力をスタンダードとして同

定したうえで，それを獲得するための方法や場面を段階

毎に検討することにより，教職キャリア全体を見通した

より一体的で体系的な教師教育システムを構築すること

が可能になるであろう。本稿でおこなったのは，そのた

めの最初の試みである。

―注―

 1 　そのようなナショナルスタンダードの例としては，

アメリカのInTASCによるコア・ティーチング・スタ

ンダード，イギリスのTDAによるQTSスタンダード，

カナダのオンタリオ州による教員養成スタンダード，

ドイツの各州文部大臣会議による教員養成スタンダー

ド，オーストラリアのクイーズランド州政府による教

員養成スタンダード，韓国の教員資格基準などが挙げ

られる。

 2 　そうした国内での取り組みは，日本教育大学協会

「学部教員養成教育の到達目標検討」プロジェクトの

報告書  (28)でも紹介されている。

 3 　例えば，ドイツのナショナルスタンダードの作成に

携わった中心人物のひとりであるテーハルト(Terhart, E)

は，2010年 9 月23日12-13時にミュンスター大学におい

て我々が行った聞き取り調査において，各州文部大臣

会議の教員養成スタンダード策定過程に実証的な調査

が不足していた点を率直に認めている。

 4 　別惣らが第一次調査で用いた12項目は，①子ども理

解について，②子どもとの接し方について，③教科・

道徳・総合学習の指導について，④教科，道徳，総合

学習の学習指導上の専門的知識について，⑤授業前の

授業計画について，⑥授業後の授業評価について，⑦

学級の運営や経営について，⑧学級・学年での生徒指

導について，⑨特別活動について，⑩教師として相応

しい言動・態度・意識について，⑪保護者や地域との

関係について，⑫その他であった(29)。

 5 　全国学校データ研究所（2009） (30)を参照。なお，教員

数の少ない学校では調査条件に該当する教員が3名揃わ

ない可能性があるため，抽出された学校の総生徒数が

200名未満の場合には，『全国学校総覧（2010年版）』上

で当該校の次に掲載された学校を調査対象とした。

 6 　教職経験年数16年以上の教師については，該当者が

いなければ，回答者は誰でもよいとした。なお，回答

者自身の属性として，年齢（25歳未満／ 25 ～ 29歳／

30~39歳／ 40~49歳／ 50歳以上）や教職経験年数（ 5 年

未満／ 5 ~10年／ 11~15年／ 16~20年／ 21年以上），職名

（校長・副校長・教頭／主幹教諭・指導教諭／教諭）

についての回答を求め，この記述内容に基づき分析を

行った。

 7 　本調査では回答者の各資質能力に関する評価を明確

にするため，「どちらでもない」という選択肢を設けな

かった。また，肯定的な評価を受けた項目については

その程度を詳しく把握するため， 3 段階の選択肢を設定

した。

 8 　通常，有意水準は 5 ％に設定するが，多重比較をし

ているため、有意水準を低く設定した。

 9 　アメリカの教員養成スタンダードであるInTASCのコ

ア・ティーチング・スタンダードなどでも，下位領域

はパフォーマンスに基づいて構成されているためであ

る。
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